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伊勢政二議員

令和５年第１回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応

　私の教育行政についての方針についてご質問いただきました。
基本的には、確かな学力等の「生きる力」の育成と未来を切り拓
く人づくりの推進や、一人ひとりが大切にされる教育の推進な
ど、北島町教育大綱の５つの基本目標を達成すべく教育を進めて
いくことです。とくに、これまで議会でも申し上げてまいりまし
たように、目の前の課題を解決するだけの力ではなく、今後直面
すると考えられる様々な課題を解決する方法を見出そうとする、
いわゆる将来にわたって生きて働く力を備えた人の育成を目指し
てまいります。
　教育には、教育を受ける者、教育する者、そして教育の内容の
３つが要素としてあると考えております。教育委員会が所管して
おります社会教育と学校教育のいずれにおいても、この３つが重
要な要素でありますが、学校教育においては、先の３つの要素を
言い換えますと、学ぶ主体である子ども、子どもに寄り添い子ど
もの学びを指導する教員、学びの中身や道具としての教材という
ことになります。これまで伊勢議員から、学校での学び方や教具
教材のことについていくつものご質問をいただき、その都度お答
えしてまいりましたが、学校教育をよりよいものとしていくため
に極めて重要であるのが教員であります。子どもを指導する者と
しての人間性も含めた教員としての指導する力であります。その
力を高めなければ子どもの教育の充実は果たすことができないと
考えます。教師全員が高い指導力を持ったスーパーティーチャー
である必要はないし、むしろそうでない方がいいのではないかと
も思います。学校組織として、各教師のいいところを集めいい指
導を目指す、いい教員を集めるのではなくいい教員に育てあげる
ということ、これが教育行政を考える中で最も私が進めなければ
ならないことであると考えております。
　今、教員不足が徳島県はじめ全国的に深刻な問題となっていま
す。それだけではなく、ベテラン教員の大量退職の年代に入り、
教職経験の浅いいわゆる若手教員が学校教育現場に占める割合が
急激に高くなっています。先に教員としての指導力の重要性につ
いて述べましたが、その力は研修と経験により培われるもので
す。これは残念ながら教職員以外の方にはなかなか見えにくいも
のだと思いますが、スポーツ選手が日々行っているトレーニング
のように競技に関わる選手にとっては欠かせないものと同様であ
ると考えていただければご理解いただけるのではないでしょう
か。本町の子どもたちに良質の教育をしていくためにも、大勢の
若い教員にしっかりと研修を積ませ、自信と誇りを持って教壇に
立てる教員を町全体で育てていくことが使命と考えております。
今後ともご支援賜りますようお願いを申し上げます。

　左記により完結。

教育長

（質問１）教育長は北島町教育行政をどのような方針で進めてい
くのか
　１）北島町は、教育の町と言っても過言ではないほど、教育環
境の整備や教育設備の他すべてに置いて教育の町にふさわしく整
備されていると私自身、自負すると共に誇りに思っております。
　現在、北島町には南小学校448人、中央小学校621人、北小学校
332人、中学校651人の合計2,052人の児童と生徒が在籍して学んで
います。今後ともますます北島町の礎となる小学生・中学生のた
めの学校教育を進める上において、より一層の教育環境を整える
必要があると思われます。そのために教育長はどのような教育方
針をお持ちなのか、お聞きいたします。
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　左記により完結。

副町長

（質問２）副町長は職員をどのような方針で指導をしていくのか
　１）現在、北島町の職員は、庁舎の内外を含めて正規職員158名
再任用職員2名合計160人の職員が日夜、町民のための町政に精励
されております。私は、日ごろから職員と直積的・間接的に接し
ていて北島町の職員を誇りに思っております。
　副町長はすべての職員が、今後とも北島町民のための町政を推
進していくために精励しやすい環境を更に整備していくための目
配りをして、町民が庁舎を訪れた際は明るい声や笑顔の花が咲い
ているような庁舎にして頂きたいが、更に環境を整えるための方
針をお聞きいたします。

　議員ご承知のように、北島町は、近年企業誘致も進み、移住し
てみたい町ナンバー１と全国紙で紹介されたこともあります。ま
た昨年の５月には、県下で唯一本町のみが１４歳以下の子どもが
増加している自治体と報道されるなど、最も勢いのある町として
注目されております。
　ちなみに、当初予算においては、平成１１年と比較して２０年
余りの間に約１．５倍の９０億円に迫る規模となり、財政・人
事・施設管理など行政力も増した小さいながらもキラリと輝く存
在感のある町へと成長を遂げております。
　現在、町職員は県下各地より優秀な人材が集まり日々職務に励
んでおります。更なる行政の高みを目指すには議員ご指摘のとお
り行政サービスの拠点である職場の環境整備が必要です。
　職員が個人の能力を最大限に発揮きる風通しの良い職場にする
ことが私の責務でもあり、住民サービスの向上かつ、町発展の原
動力でもあります。
　今後も、職員の能力アップのための支援を行い、住民と融和し
垣根のない行政サービスの提供とともに住民の要望に迅速かつ柔
軟に対応できる職員の育成、個人の特性を見極めた人員配置等に
尽力してまいります。さらに、議員ご指摘の、町民が庁舎を訪れ
た際は明るい声や笑顔の花が咲いているような庁舎に一歩でも近
づける環境づくりに取り組み、更なる北島町のレベルアップに努
めてまいります。
　議員には引き続き今後の北島町の発展に目配りいただきますよ
うお願い申し上げまして答弁とさせていただきます。

（質問３）町長は任期中に北島町行政とどのような方針で取り組
むのか
　１）北島町は、北は鳴門市に東は徳島市に挟まれた面積がわず
か8.74平方キロと徳島県下で一番面積の狭い町であります。
　この狭い町の中には海も山もありませんが今切川と旧吉野川が
流れていますので人が住める面積は更に狭い町であります。
　この徳島県下で一番面積の狭い町に23,580人が暮らしているの
で人口密度は１平方キロの中に2,698人ですから徳島県下は勿論で
すが四国でも人口密度は一番です。北島町が教育環境は勿論です
が子育て環境を含め生活環境に恵まれているのは古川町長の行政
手腕に負うところも大であると確信しております。
　どうか、今後とも北島町を現在以上に素晴らしい町にして頂く
よう古川町長に素晴らしい町づくりを含めた町政運営をお願い致
します。これまでの質問は提案型の質問でしたが、今回は最後の
お願いの質問になりました。

　質問にもありますとおり、本町は県下で一番小さな町ですが、
人口密度が最も高く、現在でも人口が微増している数少ない町で
す。これは立地的に恵まれた点が大きな理由でもありますが、今
まで取り組んでまいりました教育・子育て支援の充実や、企業誘
致による雇用創出・産業の活性化などによる効果でもあると考え
ております。
　しかし、限られた面積ですので、今後の土地活用については工
夫が必要となります。また、少子高齢化による人口の減少や、新
型コロナウイルス感染症の影響による経済の悪化など、北島町を
取り巻く状況は楽観視できません。この状況を乗り越え、北島町
に住んでよかったと思っていただけるまちづくりを推進するため
には、議員の方々、議員ＯＢの方々の助言・ご協力が不可欠であ
ります。
　現在まで取り組んできた「活気あふれ、安心して暮らせるまち
づくり」を引き続き推進していくとともに、ＤＸによる住民サー
ビスの利便性向上やゼロカーボンの推進など新しい施策を取り入
れながら、よりよいまちづくりに邁進していきますので引き続き
のご協力をよろしくお願いいたします。

　左記により完結。

町長
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（質問４）北島町、北島町議会の更なる発展を祈念して
　１）私は、今回の質問が初めての一般質問から87回目の質問に
なります。顧みますと、私が北島町議会の一員として皆様方の仲
間入りをさせて頂いたのは、今から24年前の1999年の４月からで
あります。1998年に北島町議会は、議長選挙に絡み現職議員6名と
元議員の7名が逮捕され、北島町にとっては不名誉な事件が勃発い
たしました。そのために北島町議会は出直し選挙になりました。
私の無二の親友が立候補するとのことで準備を手伝っていました
が、告示寸前になって一身上の都合により辞退する運びとなり状
況が急変しました。無投票阻止のために、ぜひともとのことで急
遽私にお鉢が回ってきました。辞退いたしました友人の思いを引
き継いで立候補することを決意いたしました。
　当選して以来、今は亡き友人の身代わりだとの思いで、今日ま
で議会活動に精励してまいりました。今年が６期２４年目で最後
の議会を迎えることになりました。この間には、議員の皆様方の
ご推挙を頂き３度にわたり議長席に座らせて頂きました。浅学菲
才の身でありながら、赤面の至りでありました。私どもが北島町
に移り住んで来てからは、幸いなことに北島町の行政は右肩上が
りの発展を続けております。現在は徳島県下でもトップクラスの
自治体になっています。
　古川町長を筆頭に藤本副町長、天羽教育長はじめ有能な管理職
と優秀な職員が一体となって、町民のために、町民のための行政
に取組んでおられる賜物であると、他町の人に自慢しておりま
す。私はこの議会が最後の議会になります。この２４年間何もわ
からず理事者の皆様や職員の皆様に無理難題をお願いして、ご迷
惑をおかけしたことも多々あったことと思い、赤面の至りです。
　また、議員は年齢や当選回数には関係なく議員皆平等の組織の
中において、同僚議員の皆様には高齢議員として接して頂き恐縮
いたしておりました。私は、この議会を持って議員を退任させて
いただきます。どうか、今後とも町民のために、行政と議会が一
心同体となって、町民のために、町民のための行政を執行して、
北島町が永久に不滅でありますようにご祈念申し上げます。
　２４年間の最後の議会でマイクを納めさせていただきます。皆
さんお元気でグッドラック‼

　ご質問にもありますように、伊勢議員におかれましては、２４
年間という長い議員生活の中で、町や町民の方々のために、８７
回もの一般質問をされました。その時々のニーズを捉えた質問
や、長年取り組んでこられた問題など、時にはご苦労されたこと
もおありであったと思われます。
　今までの伊勢議員のご尽力に心より感謝申しあげるとともに、
その大きな功績を今後の町政に活かしてまいります。
　これからは議員ＯＢという立場から、引き続きご指導いただけ
ればありがたく思います。
　長い間お疲れ様でした。どうぞお元気で。

　左記により完結。

町長
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橋本典幸議員

（質問１）新型コロナウイルス感染症のワクチン接種
　各種の報道によると新型コロナウイルスは感染症法上の位置づ
けが5月8日に5類に移行するのにあわせて、厚生労働省は名称につ
いても変更の方針で「コロナウイルス感染症2019」にする案も含
めて検討中とのこと。更に同省は5類に移行したあとの医療提供体
制や、患者が支払う医療費の公費負担について段階的に見直す方
針で、来月末には具体的な方針を示すとのこと。
　そこで危惧されるのは今後のワクチン接種に関することです。
これまでは予防接種法に基づいて無料接種が進められてきました
が、5類への移行により2023年度も無料での接種が続けられるの
か。また対象者や年齢枠のほか、接種期間はどのように定められ
るのかなど。町としてもワクチン接種を行うことになれば、医療
機関への協力依頼、通知の発送、予約時の支援体制など、準備に
追われることが予測されます。
　現在、国から如何なる通達があり、ワクチン接種の開始時期な
どに関して如何お考えでしょうか。所思をお伺いします。

　令和５年度の新型コロナワクチンの接種についてですが、現
在、厚生科学審議会・予防接種・ワクチン分科会において、これ
からの新型コロナワクチン接種のあり方に関する方向性の検討が
行われております。マスコミ等でも報道がありましたが、現在検
討されている内容といたしましては、接種の位置づけについて
「令和５年度の１年間は現行の特例臨時措置の実施期間を延
長」、追加接種スケジュールについて「追加接種可能な全ての年
齢の者を秋から冬（９月から１２月）に１回、重症化リスクの高
い者等には、春から夏（５月から８月）に前倒ししてさらに１回
接種」等といった検討が行われているところです。
　審議会での検討事項などにつきましては、その都度、厚生労働
省から各自治体向けに説明会が開催され情報共有されており、審
議会での検討内容を踏まえ、接種時期や接種対象者などが決定し
た際には迅速に対応できるよう担当課内で準備を進めているとこ
ろであります。

　左記により完結。

健康保険課

（質問２）清掃センターの機能維持対策
　平成28年2市4町による一般廃棄物の広域処理に係る連絡会議が
発足しましたが、建設候補地の選定問題や各自治体の意向などを
受け、今年の上半期には解散予定です。この広域化への参加理由
として、国は廃棄物の中間処理施設に関する要綱に「人口5万人以
上または面積400平方ｋｍ以上」が補助対象と定めており、町単独
による焼却施設の新設は困難との方針からです。
　連絡協議会の解散を待つ今日、清掃センターの機能維持が重要
施策の一つです。当該施設は昭和60年（1985年）に供用開始さ
れ、約38年が経過し、老朽化が進んでいます。以前にも提案しま
したが、平成14・15年頃にダイオキシン対策の大規模改修が施さ
れたものの、耐火煉瓦･火格子･コンベアー･灰固形化施設など、い
ずれも経年劣化する設備です。施設や設備の傷んだ箇所の修繕を
繰り返すような対応ではなく、施設全体に及ぶ修繕の年次計画を
立てるべきです。
　清掃業務は住民の方の生活に密着しているのは勿論のこと、安
全な労働環境づくりに修繕の年次計画にかかる予算化が必要です
が如何お考えでしょうか。所思をお伺いします。

　清掃センターの焼却施設は竣工から３８年が経過しており、５
カ年計画に基づく補修工事を毎年実施しているところではありま
すが、老朽化が進行しているのが現状であります。
　一般廃棄物の広域処理に係る連絡会議が解散の方向に向かって
いることから、本町の今後のごみ処理につきましては現施設を延
命化し、次の方策を探ることになると考えられますので、議員ご
指摘のとおり、延命化に係る施設の修繕の計画について予算化を
図りたいと考えております。

　現施設の延命化を図
るため、一般廃棄物処
理基本計画の見直し等
の予算化を図っており
ます。

清掃センター
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　国の方針のもと、全国的にマイナンバーカードが急速に普及
し、令和５年２月１日現在の交付率は、全国が６０％、徳島県が
５８．９％となっております。県内の状況といたしましては、１
位が美馬市７１．１％、２位が北島町６５．５％、３位がつるぎ
町６３．７％となっております。

　左記により完結。

住民課

　総務省自治財政局の令和５年度地方財政計画によりますと、マ
イナンバーカードの交付率も活用して、マイナンバーカードを利
活用した住民サービス向上のための取組に係る財政需要を的確に
普通交付税の算定に反映することとなっております。
　具体的には、地方財政計画において増額されたマイナンバー
カード利活用特別分につきましては、全ての市町村において基準
財政需要額を増額するよう算定することとし、その上で、マイナ
ンバーカードの交付率が「上位３分の１の市町村が達している交
付率」以上の市町村につきましては、当該市町村のマイナンバー
カードの交付率に応じた割増し率により算定することとなってい
るようです。今後も、情報収集に努めてまいります。

　本町においては、マ
イナンバーの保有枚数
率が「上位３分の１の
市町村が達している交
付率」以上となってお
り、割り増して交付税
が算定されておりま
す。 総務課

梶　哲也議員

（質問１）留守家庭児の受け入れ体制について
　１）本町では学童クラブの役割を児童館登録児童とし、留守家
庭児童を５カ所の児童館等に登録してますが、令和４年４月時点
の各児童館の登録児童の人数をお聞かせください。

　令和４年４月１日現在の登録児童数は、中央児童館と南児童館
が１５０名、北児童館が１０９名、東児童館が４１名、西児童館
が２２名となっております。

　左記により完結。

社会福祉課

　２）児童館登録児童ですが、令和５年度の申込が１月１６日〜
１月２７日と早いうえ、町報の１１月号に掲載されており、転入
などで３月に新たに町民になられた方は申込が終わっている事態
となっております。また新一年生になるいちばん情報が欲しい保
護者に周知できてないように思います。来年度に向け各課の連携
がとれた広報は可能ですか。見解をお聞かせください。

　登録児童の申し込みの日程は、町報等でお知らせしております
が、仕事や家事で忙しい保護者の方は目を通せないこともあると
思われます。今後は、子育てＬＩＮＥなども活用して周知を図る
ほか、初めての利用申し込みとなる一年生の保護者の方へは、教
育委員会と連携し、小学校の入学説明会の通知に併せて児童館登
録児童についての案内もお送りできればと考えております。

　左記により完結。

社会福祉課

　３）南部地区学習等供用施設の登録児が多く、年度始めには、
キャンセル待ちもある状況ですが、小学校内の教室を使って臨時
的に、放課後こども教室の設置を検討してはいかがですか。見解
をお聞かせください。

　ご質問の南部地区学習等供用施設に児童館登録をしている児童
は、北島南小学校に在学をしております。
　放課後における臨時的な小学校教室解放につきましては、現
在、北島南小学校において全室が特別支援学級と各学年の教室に
充てられており、空き教室がないことから放課後こども教室設置
は難しいと考えます。

　左記により完結。

教育委員会

（質問３）マイナンバーカード交付事業
　総務省のホームページに当該カードは平成28年1月から交付開
始。本人の申請で交付され、個人番号を証明する書類や本人確認
の公的な本人確認書類として利用できるほか、様々な行政サービ
スを受けることができるようになるICカードであり、交付手数料
は当面の間無料と掲載されています。
　また厚生労働省のホームページでは、健康保険証として使え、
マイナポータル（インターネット上の行政窓口）で特定健診や薬
剤の情報を閲覧できるほか、確定申告が簡単になるなどの内容が
示されています。申請に際してマイナポイントが給付される特典
も相まって現在、庁舎1階には多くの方が訪れています。
　各自治体でカードの普及率向上に力を注いでいますが、これは
政府の方針によるもので、交付率の高い地方自治体には来年度の
地方交付税を上乗せ配分するとの取り決めがあるようです。結
果、交付率が上がれば歳入が増額する制度のようで、自治体間を
競わせるような方針とも考えられます。この現状に異をとなえる
知事や市長の声として「強制する形でカードを広めようとする手
法は間違い」「自治体への威嚇ととられる行為ではないのか」と
の意見もあります。
　交付率に連動する地方交付税への影響に併せて、町の普及率や
県内自治体との交付率の比較について、所思をお伺いします。
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進捗状況及び今後の対応

（質問２）庁舎の管理について
　１）本町では北島町公共施設等総合計画が策定されており、こ
の総合管理計画の中には維持管理修繕のプランとして３プラン記
載されています。４５年を超えて使用している庁舎においては、
廃止をするプランは該当しないとして、長寿命化大規模改修を
行って７５年まで使用するのか、又は必要最小限の修繕で６０年
まで使用するのか、現時点での見解をお聞かせください。

　議員ご指摘のとおり、役場総合庁舎につきましては建築から４
８年が経過しており、老朽化の進行やバリアフリー・ユニバーサ
ルデザインへの対応の遅れがあり、省エネ・カーボンニュートラ
ルへの対応についても限界があるなど、様々な課題があるものと
認識しております。
　また、一方では、少子高齢化に伴う社会保障費の増加等、財源
に余裕がないなかで、庁舎の新築、あるいは大規模改修を行う場
合は、大きな財政負担が必要となります。
　令和５年度より、町財政の健全化を図るための全般的な見直し
に向けての検討を行うこととしており、庁舎につきましても、今
後のあり方や財政状況等も勘案しながら、その方向性を検討して
まいります。

　財政健全化に関する
取り組みを継続し検討
するなかで、庁舎も含
めた町有施設につき各
施設管理部署と協議を
進めてまいります。

総務課

（質問３）ハザードマップについて
　１）令和４年４月発行の北島町ハザードマップが全戸配布さ
れ、保存版として各家庭の目の届く位置に保管されていることだ
とは思います。しかし、いざ災害が発生すると、まずスマート
フォンで情報を確認することも想定できます。本町では、ハザー
ドマップをホームページより検索できるようになっています。冊
子はきちんと確認できますが、肝心のハザードマップを拡大する
とマップがぼやけたり、エラーを起こす状態です。早急に改善し
ていただきたいです。見解をお聞かせください。

　ＨＰに掲載している各種ハザードマップにつきましては、お手
元に印刷物が無い皆さまにご覧いただくため、細かいところまで
拡大閲覧可能なサイズにしておりましたが、逆にそのことにより
スマートフォンなどではスムーズに見えない状況になっておりま
した。マップを把握できるレベルとサイズの調整を検討し、便利
にご活用いただけるよう修正を行ってまいります。

　現在、町ＨＰにてハ
ザードマップの軽量版
ＰＤＦ画像を掲載し
て、一定の精度で掲示
しておりますが、今後
もその他にも活用でき
る手法を模索してまい
ります。

危機情報管理課

（質問４）未来の公共交通について
　１）本町には社会福祉協議会により運行している、ぐるぐる福
祉バスがあります。利用者には好評ではありますが、ぐるぐると
町内をまわる路線のためか、利用者は少ないのが現状です。本町
は、東西３.８６㎞、南北４.４２㎞、面積８.７４㎢とコンパクト
な町で人口も微増しています。ぐるぐるバス運用で培ったノウハ
ウを活用し、本町独自のコミュニティバスの運行を検討してはい
かがですか。無料ではなく有料とし、病院・スーパーなどにバス
停協賛を募り、役場を中心に、ショッピングモールとＪＲの駅に
接続し、更にはバスターミナル、空港への乗り入れ便などができ
れば、持続可能な公共交通となり、高齢者をはじめとした全町民
の利便性が上がり、住みやすい町へと発展すると考えます。見解
をお聞かせください。

　コミュニティバス運用事業につきましては、徳島バス・ＪＲを
活用したモーダルミックスの推進を目的として実施しております
が、現下においては新型コロナウイルス感染症の影響等により公
共交通の利用者数が減少しており、福祉バス・ぐるぐるバスにつ
きましても同様の状況であります。また、利用者数が回復しない
一方で、原油価格等の高騰に伴い運行経費については増加が見込
まれており、町財政の健全な運営のため、運行の費用対効果につ
きましても慎重に検討する必要があると考えております。
　議員ご提案のとおり町独自の運行等につきましても検討課題の
一つとして認識しており、様々な検討を行ってまいりたいと考え
ております。
　急速な高齢化社会が進展するなか、公共交通機関の役割は、よ
り重要となるため、財政規範を念頭に置いたうえで、今後も様々
なご意見を踏まえながら「地域の足」となる公共交通の確保に努
めたいと考えております。

　地域交通につきまし
ては、国の施策も含め
さまざまな取り組みが
ありますので、引き続
き検討を進めてまいり
ます。

総務課
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佐々木紀子議員

（質問２）高齢者らのスマホ活用と支援へ向けたデジタル推進員
の配置について
　国の方では現在、デジタル機器に不慣れな高齢者らにスマート
フォンの使い方や、オンラインの行政手続きなどを教える「デジ
タル推進員」の配置を進めており、２０２２年度予算にも盛り込
まれていた。
　使い方が分からないなどが主な理由で、情報通信機器を十分に
利用できず、利用できる人との間に生じるデジタルデバイド（情
報格差）への対応が急がれる。こうした人たちに寄り添うサポー
ト体制が、なお一層必要であると考えるが、本町の今後の展開は
どのようであるか。

　本町では、公益財団法人ｅ－とくしま推進財団と連携し、高齢
者などを対象にスマートフォンの基本操作やインターネットの利
活用についての講習会を開催しております。今年度は、国のデジ
タル活用支援推進事業の一環としてデジタル推進委員とともに実
施しております。また、北島町社会福祉協議会においても、定期
的にスマートフォンの操作について教室を開催しております。今
後も、デジタル格差の解消に向け、継続して実施できるよう関係
機関と連携してまいります。

　危機情報管理課と協
議のうえ実施いたしま
した。

社会福祉課

（質問３）出産後の産後ケア事業について
　出産後、１年以内に母子の心身の状態に応じた保健指導や相談
を行う「産後ケア」を、市町村の努力義務とする「母子保健法の
一部を改正する法律」が、２０１９年に交付された。近年の核家
族化の進展や、様々な事情から実家などに頼れない母親が少なく
ないと聞く。産後ケア事業の支援体制がより一層充実した内容と
なるよう、子育て世帯が増えている本町においても強固な支援づ
くりが急務と考える。そこで、まず２点にわたりお伺いしたい。
　①本町における産後のケア事業はどのような内容か。

　産後ケア事業とは、産後のお母さんとお子さんが健やかに過ご
すために、授乳や育児・お子さんの発育について助産師等に相談
できる事業です。
　現在、本町における産後ケア事業としましては、保健師等が自
宅へ訪問し、産後の不安や悩み・困りごと等の相談対応を行った
り、保健相談センター内では助産師による母乳相談や楽育（抱っ
こ）教室、またお母さんのお話タイム、育児・栄養相談事業を実
施し、保健師・助産師等が産婦の身体的ケアや心理的ケア、保健
指導や栄養指導、適切な授乳が実施できるためのケア、育児の手
技についての具体的な指導及び相談などを行っております。

　左記により完結。

子育て支援課

（質問１）重点施策「安心・安全なまちづくり」の中の「伴走支
援」について
　今定例会において、古川町長からの所信表明のなかで、重点施
策（３）「安心・安全なまちづくり」と題したなかに、新たな取
組の表明があった。縦割りの分野別サービスだけでは対応できな
いニーズに寄り添っていくため、これまでの「問題解決型」で
あった支援に加え、「伴走支援」の実現を目指していく、との施
政方針であった。「伴走支援」とは具体的にどのような内容のも
のか。

　これまでの社会保障制度では、「生活困窮」「高齢者福祉」
「障がい者福祉」「児童福祉」といった属性別・対象者リスク別
の制度が発展し、それぞれが問題を解決するための支援を行って
まいりました。しかしながら、１つの世帯に複数の課題が存在し
ている状態（例えば８０代の親が５０代のこどもの生活を支える
８０５０問題や介護と育児のダブルケアなど）や世帯全体が孤立
している状態など、複雑化・複合化するなかで、従来のような縦
割りの支援体制では対応しきれないケースが発生しております。
　このような状況のなか、これからの支援体制として、「相談者
の属性や課題にかかわらず、幅広く相談を受け止める」「本人や
世帯の暮らし全体を捉え、寄り添いながら継続的に関わる」「本
人や世帯に支援を届け、本人・世帯とのつながりや信頼関係を築
く」といった支援を行い、「支え手」と「受け手」がつながり続
けながら周囲との関係を広げていくことが「伴走支援」です。
　今後、本町においても創意工夫をもってこのような包括的な支
援体制を円滑に構築・実践できる仕組みをつくるため、新たに
「重層的支援体制整備事業」に取り組んでまいりたいと考えてお
ります。

　左記により完結。

健康保険課
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　②２０１９年、改正母子保健法が国会で成立し、出産後間もな
い母親と乳児を支援する「産後ケア事業」の実施が市町村の努力
義務となった。その産後ケア事業には、ショートステイ、デイケ
ア、訪問の３事業がある。
　母親と乳児の心身の休養と、育児不安の解消がその目的である
が、本町において利用状況はどうか。

　現在、各種教室や事業については、毎回ほぼ満員と多くの方に
利用していただいております。また、とくしま在宅育児応援クー
ポン事業として、クーポンを利用し登録のある助産所・助産院の
産後ケアが受けられるようになっておりますが、こちらの利用者
は、少ない状況です。
　今後も、いろいろなサービスを検討し、母子の心と身体のケア
や育児のサポート等を行うことで、子育てに関する不安や負担を
軽減し、安心して子育てができるように取り組んでまいります。

　今後も引き続き、産
後ケア（宿泊型）事業
を含め、いろいろな
サービスを検討してま
いります。

子育て支援課

（質問４）ＨＰＶワクチンの積極的勧奨再開と、９価ＨＰＶワク
チンについて
　令和４年１１月に厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
で、これまで２価・４価しかなかったＨＰＶワクチン公費接種
に、より効果的と認定された９価ワクチンが、新年度から定期接
種化される方針で、理想的な選択肢が増えた。このことを踏ま
え、３点にわたりお伺いしたい。
　①８年間の積極的勧奨の差し控えを改め、今年度からキャッチ
アップ接種を含めたワクチン接種が再開したが、現在のところ接
種率と町民の反響はどうか。

　ＨＰＶワクチンの積極的な勧奨が、令和４年４月から再開され
ました。本町では、４月に定期接種対象者とキャッチアップ対象
者に個別通知を行いましたところ、町民の方々から接種について
の問い合わせをいただいております。
　接種率につきましては、令和４年４月から１２月末現在におい
て、１回目の接種率は７％で、国の接種率の４％を超えておりま
した。

　左記により完結。

子育て支援課

　②９価ワクチンについて、現在、定期接種としてできる２価・
４価のワクチンとの違い、効果と安全性についてお伺いしたい。

　ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染症を予防する９価ＨＰ
Ｖワクチンは、子宮頸がんの発生に関連するＨＰＶのうち、現在
定期接種で使用されている２価・４価ＨＰＶワクチンより多い９
種類の遺伝子型を標的としており、子宮頸がん及びその前がん病
変の罹患率の減少、子宮頸がんの死亡率の減少が期待されると言
われております。また、９価ＨＰＶワクチンの安全性につきまし
ては、４価と比較し接種部位の症状の発現は多いが、全身症状は
同程度であるとされています。

　左記により完結。

子育て支援課

　③定期接種として、新しいワクチンも使えるようになると、対
象者にとっては重要な情報となり周知する必要がある。その際、
令和４年度に通知している対象者へも新たな情報提供をする必要
があると考えるが、本町の見解はどうか。その周知方法も含めお
伺いしたい。

　対象者からの９価ＨＰＶワクチンの問い合わせもここ数ヶ月で
何件かあり、議員がおっしゃるとおり対象者にとっては重要な情
報になることを考慮し、国の方針等の詳細が決まり次第、対象者
へは個別通知を実施しようと考えております。
　また、町報やホームページでの広報も考えております。

　対象者へ個別通知を
実施するとともに、町
報やＨＰでも広報をし
た。

R5.4.12に通知
　　（9価を追加した）
①定期接種対象者
　H19.4.2～H22.4.1生
②キャッチアップ対象者
　H9.4.2～H19.4.1生

子育て支援課

8 / 23 ページ 　　第１回



質問者 質問内容 答弁内容

令和５年第１回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応

夷谷大輔議員

（質問２）トライアル・サウンディング及びトライアル・ツアー
について
　１）北島町は大合併をしてないことから、町面積はコンパクト
であり、保有する公共施設も他の市町村に比べると比較的多くな
く、活用されていない施設は、ほとんどありません。しかし施設
の一部は、平日においては、利用が少ないようにも感じられま
す。そこでトライアル・サウンディングやトライアル・ツアーを
提案したいと思います。トライアル（試す、実験する）サウン
ディング（聞く）ツアー（視察する、見学する）という意味があ
ります。それぞれの特徴を生かし、民間と行政がタッグを組み、
良いものを生み出す取組であります。民間事業者との対話型市場
調査も可能となります。また、住民の方々の目線での意見も必要
不可欠であります。こういった取組を今後していくべきではない
かと考えられますが、いかがお考えであるかお聞かせください。

　トライアル・サウンディングは、町が保有する公共施設等の利
用を希望する民間事業者を募集し、一定期間無料で暫定利用して
もらう制度です。暫定利用後、課題をフィードバックし、公共施
設等の今後の活用方針に活かしていくことを目的としています。
　議員ご承知のとおり、県内では阿南市において積極的に実施さ
れており、遊休施設の活用について活発な検討や議論が行われて
おります。
　ご提案の、トライアル・サウンディングやトライアル・ツアー
の実施により、民間事業者の方々等のご意見等をお伺いしなが
ら、施設の有効利用に関する事項を検討することは、地域の活性
化にもつながっていくものと認識しております。
　今後、他団体の事例も参考にしつつ、調査研究を進めてまいり
ます。

　引き続き調査研究を
進めてまいります。

総務課

（質問１）町所有の公共施設の活用について
　１）北島町は、たくさんの公共施設を所有していますが、今回
は建物（ハコモノ）について質問させていただきます。高度経済
成長期からバブル期にかけて、多数の公共施設が整備されてきま
した。現在、これらの施設は老朽化が進み、更新、修繕の需要が
高まってきております。町が所有する公共施設を、現状規模のま
ま建替を行った場合、毎年約７億１千万かかると試算されており
ます。ハコモノに加え、インフラ（道路、橋、上下水道）を含め
たすべての公共施設を現状規模のまま、更新していくと、毎年約
１３億８千万かかると試算されております。また、少子高齢化に
伴う社会保障費の増加や、扶助費等の増加が見込まれます。
　今後、適切なサービス提供と安定した財政運営を両立させるた
めには、町が保有する公共施設を総合的に把握し、管理していく
「公共施設マネジメント」が必要であると考えられます。例え
ば、老人憩の家などは、更新予定になっておりますが、ただ建替
えるのではなく、防災機能を有した建物にするなど、多機能な役
割を果たす必要があると考えられます。また、維持管理費なども
含めて、統廃合も視野にいれていくべきではないかと思います。
すべてを踏まえて、より精査された「公共施設マネジメント」を
作ってはどうかと思いますが、町としてのお考えをお聞かせくだ
さい。

　議員ご指摘のとおり、少子高齢化に伴う社会保障費の増加等、
財源に余裕がないなかで、老朽化の進行等により、町が所有・管
理する公共施設の維持管理や更新に要する費用につきましては、
大きな財政負担が生じているところであります。
　令和５年度より、町財政の健全化を図るための全般的な見直し
に向けての検討を行うこととしており、検討のひとつとして町所
有の公共施設につきましても、統廃合などあらゆる選択肢を視野
に入れながら、必要性や費用対効果を慎重に検討したいと考えて
おります。
　また、ご提案いただいた公共施設マネジメントにつきまして
も、「公共施設「見える化」シート」を作成して、修繕に要する
費用や、毎月の光熱水費等のランニングコストを含めたトータル
コスト、利用状況等をまとめている市区町村もあり、先進自治体
の事例も参考にしながら取り組んでまいりたいと考えておりま
す。

　財政健全化に関する
取り組みを継続し検討
するなかで、庁舎も含
めた町有施設につき各
施設管理部署と協議を
進めてまいります。

総務課
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質問者 質問内容 答弁内容

令和５年第１回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応

（質問３）ぐるぐるバスについて
　１）北島町では、誰もが無料で乗れるぐるぐるバスがありま
す。周知が足りないのか、１日数名の利用しか確認できませんで
した。一定の住民の方にはニーズがあり、感謝されていると思わ
れますが、今後、ますます高齢化が進む中、改めてサービス提供
について考えるべきではないかと思います。
　例えば、香川県琴平町には、「琴平ｍｏｂｉ」という地域循環
バスが走っております。有料にはなりますが、アプリで乗車予約
ができ、買い物、病院、子どもの習い事の送迎まで、幅広く利用
されているとのことです。有料にしてクオリティーを上げ、高齢
化が進む現代でも持続可能なサービスが提供できるよう考えては
いかがでしょうか。ぐるぐるバスの１日の乗車数を教えてくださ
い。またぐるぐるバスの予算も併せてお答えください。

　本町では無料の町内循環バスとして「ぐるぐる福祉バス」を運
行しております。１日の乗車数は平均約１５人、令和４年度の予
算といたしましては、人件費や燃料費等で約９００万円となって
おります。利用者数が伸び悩んでいることから、少しでも多くの
方にご利用いただけるよう町報やホームページ、運行表の配布な
どの広報のほか、先月にはＬＩＮＥの配信や四国放送のデータ放
送でも案内を開始しております。
　議員ご提案の「ｍｏｂｉ」は、デジタル技術を活用した民間に
よる新しい移動手段であり、本町のようなコンパクトな地形に
は、効率的かつ効果的であると思われます。「ぐるぐる福祉バ
ス」は、道路運送法上の制約から料金の徴収ができないこともあ
り、今後の交通課題解決の一つとして先進事例の検証結果などに
注視してまいりたいと考えております。

　令和６年中に、地域
交通に関わる関係各位
で協議し、現状の改善
等を検討する協議会の
実施を予定しておりま
す。

社会福祉課

（質問５）消防団について
　１）北島町では５つの分団があります。１分団定員２０名と
なっておりますが、今現在７名の欠員になっております。このま
まですと、災害時の防災力は低下し、有事の際には、住民を混乱
させることにもなりかねません。団員の方々も勧誘をしておりま
すが、なかなか新しい団員は入団されません。行政が先頭、中心
となり周知、勧誘などしてはいかがかと思います。現状を重く受
け止めていただきたいと思い質問とさせていただきます。

　消防団の人員確保は、全国的にも対応に苦慮している課題であ
り、本町におきましても毎年新たな担い手の確保は大いに注目さ
れる事項になっております。そのため、各団では団員の対象にな
り得る人へ個別の入団勧誘などを行っております。
　火災などの発災時には、団員の人数が多いほど活動を効果的に
進められるため、本町としましても町報などを通じて募集を呼び
かけるほか、消防団や消防本部との検討を行ってまいります。

　防災訓練で消防本部
と連携して実施し、チ
ラシ配布のほか子ども
による消火体験も行い
ました。また、消防本
部から特殊救出展示等
の提案もいただきまし
たので、今後の訓練で
町民の皆さまの関心を
高められる取り組みを
行ってまいります。

危機情報管理課

（質問４）小中学生の遠足、修学旅行先について
　１）小中学生の遠足、修学旅行先に大阪・関西万博を提案した
いと思います。先日、国が２０２５大阪・関西万博に修学旅行と
校外学習で全国の小中高校生、約１２０万人を呼び込む方針を固
めたと報道がありました。万博のテーマ、「いのち輝く未来社会
のデザイン」とは、人間一人ひとりが、自らの望む生き方を考
え、それぞれの可能性を最大限に発揮できるようにするととも
に、こうした生き方を支える持続可能な社会を、国際社会が共創
していくことを推し進めるものです。「いのちの輝きプロジェク
ト」から得られる体験は、人々にいのちを考えるきっかけを与
え、創造的な行動を促すものと考えます。他者のため、地球のた
めに、一人ひとりが少しの努力をすることをはじめることを促し
ます。その重なり合い、響き合いが、人を笑顔にし、ともに「い
のち輝く未来社会のデザイン」をすることに繋がっていくものと
考えます。２０２５年まで、あと２年となっておりますので、早
急なご検討をお願いし、提案させていただきます。

　２０２５年日本国際博覧会は、令和７年４月１３日から１０月
１３日までの間、大阪府大阪市において開催が予定されており全
国より入場者数約２，８２０万人を想定し準備が進められており
ます。
　議員ご質問の中にもありますように「いのち輝く未来社会のデ
ザイン」というテーマは、自らの望む生き方を考え、それぞれの
可能性を最大限に発揮できるようにするとともに、こうした生き
方を支える持続可能な社会を、国際社会が共創していくことを推
し進めるものです。
　また、格差や対立の拡大といった新たな社会課題や、ＡＩやバ
イオテクノロジー等の科学技術の発展、その結果としての長寿命
化といった変化に直面するなかで、参加者一人一人に対し、自ら
にとって「幸福な生き方とは何か」を問う万博であります。
　これらのテーマを万博会場にて、体感することには児童生徒の
将来にとっても大きな意味があると考えます。
　ただ、修学旅行先の候補地とした場合には予算や時期、行程等
について考慮する必要があると思われますので教育委員会から学
校現場には候補の一つとして検討するよう提案したいと思いま
す。

　学校に提案いたしま
した。

教育委員会
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質問者 質問内容 答弁内容

令和５年第１回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応

（質問６）避難所の冷暖房機器について
　１）北島町では２７か所の指定避難所があります。冷房機器
（スポットクーラー）は１０か所、暖房機器（ストーブ）は６か
所にあります。避難所は一時避難するためだけの場所ではなく、
災害時には数日間、数か月過ごすことになる可能性があります。
いつ起きてもおかしくない災害に備えて、備品を充実させる必要
があると思われますが、お考えをお聞かせください。

　発災時において、現在各施設で備えている機器類のみで避難所
すべてをカバーするには限界があります。それを補完解消するた
めに、連携協定を締結している事業所から各種機器類の提供を受
けながら対応することを考えております。インフラや施設の機能
が回復してくるまでの繋ぎとして進めてまいります。

　防災用に開発されて
いる空調機器類もあり
ますが、取り扱いに一
長一短がありますの
で、それらも含めて検
討を続けてまいりま
す。

危機情報管理課

武山光憲議員

（質問１）小中学校での学習デジタル端末の修理費について
　１，学校での学習用デジタル端末が小中学生に１人１台配付さ
れて、１年以上が経過していますが、端末を落とすなどの事故が
目立ち、修理費が年間数百万になる自治体も出てきています。
　事例ですが、ある小学校では、全校生徒６５０人中、１年目の
故障が約６０台であったが、今年度は４～７月で約４０台に上
がっています。この故障の多くは、学校や自宅で落としたり、ぶ
つけたりしたことが原因でありました。
　国は、２０２０年度までに小中学生に端末を配備した際、１台
当たり４万５千円を自治体に補助しているが、修理費は対象外で
ありました。
　保護者に修理費を請求するかどうかは、判断が分かれるところ
ですが、一部では保護者に請求したところもあり、また端末事故
をカバーする保険も登場しています。本教育委員会の現状と対策
はどうかお尋ねします。

　議員ご承知のように、国が推進する「ＧＩＧＡスクール構想」
にもとづき、本町では児童生徒１人に１台のタブレット端末を貸
与し、この運用から約２年が経過しております。この間、様々な
機会にタブレット端末を活用し、また今年度からは端末を持ち帰
り、自宅での学習も開始しているところであります。
　このようにタブレット端末を活用する機会が増える一方、経年
劣化による端末の故障も生じており、その都度メーカー保証や本
町予算により故障対応をしております。保護者への請求は故意又
は重大な過失があった場合に限り可能としておりますが、その事
実認定などの判断は難しい面があります。また、端末の保険制度
も多種多様であることから、検討を進め、良好な環境を維持でき
るよう引き続きＧＩＧＡスクール構想の推進に努めてまいりま
す。

　良好な環境を維持で
きるよう情報収集に努
めております。

教育委員会

（質問２）母乳バンクについて
　１，１５００㌘未満で生まれた、「極低出生体重児」を育てる
両親を支えようと、成長の様子を細やかに記録できる「リトルベ
ビーハンドブック」が全国自治体で作成されていますが、今注目
されているのに「ドナーミルク」があります。
　これは、母乳を必要とする早産児、極低出生体重児に対して母
乳を与えることができない状況であっても、医療機関の要請に基
づき、ドナーから提供され、適切な処理後に提供する事業であり
ます。全国で扱う医療機関は少ないですが、徳島県広域での動き
はどうですか。

　母親が与える母乳については、新生児の腸の粘膜を成熟させ、
免疫力を高める効果があると言われております。特に１，５００
グラム未満で生まれた新生児は腸が未発達で病気にかかりやすい
ため、母乳がかかせません。ところが、早産の場合、母乳が出に
くい母親が多く、低体重の新生児に母乳を与えられない場合に、
別の産後の女性が寄付した母乳を無償で提供する仕組みが母乳バ
ンクです。
　現在、国では母乳バンクの調査研究を行っており、この調査研
究では、ドナーミルクの安全性や医学的な有用性、さらには、運
用の際の衛生管理やドナーとなる産婦の確保など、実施に向けた
課題を調査しております。
　徳島県での動きもまだないようですが、国の調査研究の状況や
動向を注視してまいります。

　左記により完結。

子育て支援課
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質問者 質問内容 答弁内容

令和５年第１回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応

（質問４）将来に向けての広域バスの運用について（民活デマン
ド型乗り合いタクシー）
　１，本町で循環福祉バスが運用されていますが、病院、買い物
等、町内外に行く場合とは時間的にも交通手段が異なります。
　本町のタクシーの状況は、２タクシー会社が撤退し、１タク
シー会社と介護タクシー会社が営業していますが、需要が多いた
めに「現実になかなか来ない」という声を聞きます。シルバー人
材センター・社協を中心に、乗り合い手段を確保できないか。協
議されてはどうか。
　実例としては、全国的には、
　①民間会社が運営している乗り合いタクシー
　②ＮＰＯ法人や地域の有志が運営しているデマンド型タクシー
　③社協による運営等
があり、過疎地域の課題だと思われがちですが、実は都市部にお
いても大きな課題にもなってきています。
　この乗り合いタクシーには２タイプあって、
　①コース、時間がきまっているタイプ
　②指定した場所から指定した時間に乗車し、目的地に行くタイ
プ
があります。実際は、細部にわたっては地域の実情に応じて、運
営主体者が異なったりするケースもあります。実例としては、東
京都武蔵野市の社協が運営しているケースがあります。

　ご質問にもありますように町内のタクシー事業者は減少してお
りますので、利用されていた方にとっては、不便を感じることも
あると思われます。現在、運行している「ぐるぐる福祉バス」で
は、乗務員の携帯電話に事前連絡をすれば、経路上のどこでも乗
降可能となっておりますので、ぜひご利用いただきたいと思って
おります。
　一方で、ご提案の乗り合いタクシーなども含めた移動手段につ
きましても関係機関と協議したいと考えております。

　令和６年中に地域交
通に関わる関係各位で
協議し現状の改善等を
行ってまいります。

社会福祉課

（質問３）早期発見、早期治療の検診率向上について
　１，本町における令和３年度の各種検診率は、乳がん検診１
３．２％、子宮がん検診１７．５％を除き、胃がん、肺がん、大
腸がん、前立腺がんは検診率７％を切っている状況です。現状の
啓発手段はどうなのか。
　２，乳がん検診の場合、毎年４１歳～６１歳までは無料、それ
以外は２年に１回マンモ検診自己負担１，５００円であります。
　国立がん研究センターによりますと、２０１９年の女性の乳が
ん発症者数は、全国で３０歳未満が１０万人当たり１０人未満に
対し、３５歳～３９歳は同６５．９人と急増していることを公表
しています。これにより、３５歳～３９歳を対象に超音波検査を
無料にしている自治体もありますが、本町の場合の費用負担はど
うか。また、方向性について見解をお尋ねします。

　がん検診の受診率向上に向けた啓発についてですが、ご指摘の
とおり本町が実施しております各種がん検診の受診率は、低い数
値が続いております。この受診率はあくまで町が受診券を送付し
た対象者に対しての率であり、職場等での人間ドックなどで検診
を受けられている方は受診率に反映しておりません。ただ、がん
検診受診の重要性を多くの方に知ってもらうことは非常に重要
で、これまでも町報やホームページといった広報はもちろんのこ
と、未受診者に対してチラシやパンフレットなどを個別に送付し
受診勧奨に努めているところです。
　次に乳がん検診についてですが、厚生労働省が定めております
「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づ
き、４０歳以上の女性を対象にマンモグラフィ検査により行って
いるところです。
　ご質問の４０歳以下の若年者を対象とした超音波検査について
ですが、先に申し上げました「がん予防重点健康教育及びがん検
診実施のための指針」においては「がん検診の実施に当たって
は、科学的根拠に基づく検診を適切な精度管理の下で実施するこ
とが重要」となっており、日本乳癌検診学会の見解によります
と、超音波検査に関して死亡率減少効果はまだ証明されておら
ず、４０歳未満に対して現在、乳がん検診自体有効であるという
エビデンスもないとのことでありますので、町が行うがん検診と
しての実施は、いまのところ予定しておりません。

　左記により完結。

健康保険課
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質問者 質問内容 答弁内容

令和５年第１回定例会一般質問進捗状況

進捗状況及び今後の対応

（質問５）将来に向けての食料自給率の向上について
　１，現在、コロナ感染対策で、日本は先端を走っていると確信
していましたが、医療体制で脆弱な面が露呈しました。また、資
源確保の面から、世界の危機の中、輸入に頼る脆弱さも露呈して
います。食料自給率においても、先進国の中で遅れをとってお
り、日本の食料自給率は３８％で、目標にしている４０％には届
いていない。
　個人的には、都市の食料を地方が支えているとの考えを持って
いますが、例えば北海道での小麦、農畜産物等の食糧確保を、国
の支援の下、支える必要があります。今後、アフリカを含んだ後
進国で、人口増に伴う食糧不足、それに伴う食糧の確保や、奪い
合いが考えられますが、そのためにも、食料自給率を上げていく
必要があります。
　そのためには、国の舵取りが重要でありますが、各自治体に
よっては、その地域の食糧生産の支援をしていくべきであり、資
源においても、今回のウクライナ問題ではっきりしましたが、世
界で紛争が起これば、資源・食糧面での世界への影響は大きいで
す。この点から、本町の実践的見解をお尋ねします。

　以前から日本の食糧自給率の低さは問題と認識され、様々な方
策が検討、試行錯誤されてきたところではありますが、近年農業
をめぐる状況は一層厳しく、とりわけ中山間においては、農業の
担い手そのものがいないケースも増えております。
　本町も例外ではなく、高齢化によってこれまで耕作されてきた
農地も、ところによっては耕作放棄されるおそれが生じておりま
す。本町ではこれまで、新規に農業を始めたい、或いは規模を拡
大したいという人に対して、利用権締結を通じて農地の集約化を
進めてまいりました。今後、制度の改正により農地を取得しやす
い環境になりますので、農地の集約化や食育等を通じて効率的な
農業、そして生産能力の向上を支援してまいります。

　左記により完結。

まちみらい課

（質問６）災害時の段ボールベットの確保について
　１，内閣府は２０１２年に改定した防災基本計画で、簡易ベッ
ドについて「避難生活について必要な物資」と明記され、２０２
０年５月の改定では、「段ボールベッド」の具体名が挙げられて
おり、全国自治体で備蓄に努めています。
　未納入の自治体では、災害時に業者から提供してもらう協定を
結んだりしており、全国１７４７市町村のうち、段ボール備蓄済
みが、８００余りの自治体です。課題としては、保管場所の確保
も言われています。本町にける、備蓄数と場所、今後の対応につ
いてお尋ねします。

　段ボールベットは、現在のところ備蓄しておりませんが、連携
協定を結んでいる事業所から提供を受けられるように構えており
ます。
　なお、本町ではシートが化学繊維生地、フレームがアルミや鉄
製の簡易ベットを導入しており、その数量を次第に増やし今年度
で合計２１０台を備えております。これらの保管場所は総合庁
舎、小中学校、創世ホール、保健相談センター、ＹＧＫドーム及
び町民体育センターとなり、今後も計画的に導入してまいりま
す。

　各防災用機器類の機
能には一長一短がある
ので、それらを見極め
たうえ導入を進めてま
いります。

危機情報管理課

総務課

　２，本町において、ぐるぐるバスの運用がされていますが、徳
島県東部地域における人の流れが高齢者社会を迎えても広範囲化
してきています。また、現在は県東部地区の定住自立圏協定によ
り各自治体間で各分野での広域化事業が推進もされています。
　このような状況の中、よく高齢者の方の運転免許証の返納、交
通手段が課題とされてきていますが、自治体単位では、乗り合い
タクシー、ワンコインバス等の対策が取られています。
　本町でも、ＹＧＫドームでの健康づくり・スポーツ教室、サン
ライフ北島での幸せづくり・健康づくり教室、またサンビレッジ
北島の老若男女を対象としたスイミング教室等が運用されていま
すが、町外からの参加が約７割を占めており、人の流れが広範囲
になっていますが、交通手段も今後の課題であり、本町商業施設
での活性化にも寄与されていると考えています。
　今後、地域での活性化、人の流れの両面から、広域自治体での
交通手段の連携を図る必要もあり、１０～２０年を見越して、今
からでも協議していくべきではないかと考えていますが、見解を
お尋ねします。

　コミュニティバス運用事業につきましては、徳島バス・ＪＲを
活用したモーダルミックスの推進を目的として実施しております
が、現下においては新型コロナウイルス感染症の影響等により公
共交通の利用者数が減少しており、福祉バス・ぐるぐるバスにつ
きましても同様の状況であります。また、利用者数が回復しない
一方で、原油価格等の高騰に伴い運行経費については増加が見込
まれており、町財政の健全な運営のため、運行の費用対効果につ
きましても慎重に検討する必要があると考えております。
　議員ご提案のとおり広域での連携につきましても検討課題の一
つとして認識しており、路線バスだけでなく、近隣で運行されて
いるコミュニティバス等との連携につきましても調査のうえ、
様々な検討を行ってまいりたいと考えております。
　急速な高齢化社会が進展するなか、公共交通機関の役割は、よ
り重要となるため、財政規範を念頭に置いたうえで、今後も様々
なご意見を踏まえながら「地域の足」となる公共交通の確保に努
めたいと考えております。

　地域交通につきまし
ては、国の施策も含め
さまざまな取り組みが
ありますので、引き続
き検討を進めてまいり
ます。
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（質問７）豪雨災害時の外水・内水氾濫について
　１，最近においては、線状降水帯という言葉をよく耳にします
が、想定外豪雨、遊水地の減少等が原因での外水氾濫・内水氾濫
は、どの地域でも起こる現象であります。この状況から北島町を
見た場合、堤防の嵩上げをすればと考えますが、国交省との関係
もあり、進んでいないのが現状であります。
　既に、岸ノ上には引く防水板が設置されており、西高房では時
間がかかりましたが、堤防の嵩上げが完了しています。しかし、
馬詰、新高橋両端、グリーンタウン北側については、過去の水位
から考えて、堤防の嵩上げが難しいのであれば、全国的に採用さ
れている「スライド式防水扉」、「跳ね上げ式防水板」を考えて
もいいのではないか。
　また、「パネル軽量防水板」、「パネル脱却式防水板」もあ
り、全国的には企業、駐車場、地下鉄等でも採用されておりま
す。見解をお聞きします。

　本町内の堤防は、国の策定した『吉野川水系河川整備計画』に
基づき整備を進めておりますが、旧吉野川左岸につきましては新
高橋と共栄橋の架かる部分が開口部となっており、この開口部に
つきましては川の流れを阻害している橋梁の架け替えの問題があ
り進んでいないのが現状であります。
　橋梁の架け替えとなりますと、法律や予算的な問題があり非常
に厳しいため、当面の対策としてご質問にもございます防水扉
や、西高房のような道路を乗り越す形で堤防を嵩上げする対策も
有効かと思われます。
　いずれも、道路管理者における費用負担や維持管理、また用地
確保の問題などもあるかとは思いますが、町としても暫定的にで
も早期に効果の発揮ができるよう、各橋梁の道路管理者及び国と
連携して調整を進めてまいります。

　国に対して引き続き
要望を行ってまいりま
す。

建設課

（質問８）政策提言について
　１，本町議会議員からも、政策提言がされていますが、課・職
員における政策提言につき、令和３年度第３回定例会、令和４年
第１回定例会でも取り上げていますが、平成２４年度「北島町業
務改善提案に関する規定」に基づいた提言は、過去９年間で２９
件と少ない報告でありました。客観的に見ても、北島町は進んで
いると見ていますが、令和４年度の提言件数はどうか。

　令和４年度における業務改善提案により検討した提案件数は、
２月末時点で一般提案３件、特別提案６件の合計９件ありまし
た。提案の概要としまして、一般提案は機構改革によるものが２
件と督促手数料等に関するものが１件であります。特別提案は普
通財産土地の利用方法について６件ありました。
　今後も引き続き、町民サービスの向上と行政の効率的で機能的
な業務体制の確立を図るため、職員からの提案等を促進してまい
ります。

　財政検討会におい
て、提案等を集約しつ
つ、今後も引き続き行
財政改善の提案を促し
てまいります。

総務課

（質問９）自治体における副業の促進について
　１，この副業は、大企業などで働く技術者や管理職が地方の企
業で自身の知見や経験を生かす仕組みでありまして、地域活性化
に取組んでいます。
　地方では多くの優秀な人材を確保したいが、そのスキルを年間
通じて生かす仕事がないことも、指摘されています。また、地方
自治体においては、ＤＸ推進の中、優秀なスキルを持っている人
材の確保も喫緊の課題でもあります。本町における状況と対策は
どうかお尋ねします。

　ご指摘のとおり、本町の様々な専門分野などにおける課題に対
する解決策の一つとして、副業人材など外部から新しい発想を取
り入れることは、町全体の人材育成や魅力あるまちづくりにつな
がる取組として考えられます。このような取組として、令和５年
度当初予算におきまして、総務省の施策である「地域活性化企業
人」制度を活用するための事業を予算計上させていただいており
ます。
　ますます複雑化する行政課題に対応するための人材育成及び人
材の確保につきましては、非常に重要な課題であると認識してお
りますので、限られた財源、人材のなかで、数多くの施策に取り
組んでいくため、引き続き、外部人材の活用を含めた必要な体制
の整備や職員の人材育成を推進してまいります。

　左記により完結。

総務課
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　２、今後のセルフレジの拡充推進はどうか。お尋ねします。 　現在発注しておりますセルフレジ及びセミセルフレジにつきま
しては、３月末までに納品、４月より稼働予定となっておりま
す。今後の拡充推進につきましては、４月からの運用状況を見な
がら必要性また費用対効果等を考慮し検討してまいりたいと思っ
ております。

　現在、セルフレジ1
台、セミセルフレジ1台
で運用を行っておりま
す。4月以降トラブルも
なく順調に稼働できて
おります。今後も利用
状況を見ながら現状を
維持してまいりたいと
考えております。

出納室

（質問１０）書かない申請書とキャッシュレス化について
　１，政府が地方自治体のＤⅩ（デジタル・トランスフォーメー
ション）促進を図っており、昨年９月に「自治体ＤⅩ推進計画」
を改定しています。また、従来、自治体ごとにばらばらだったシ
ステムを住民基本台帳や国民年金など２０業務で、２５年度まで
に「標準化」するための基本方針が閣議決定されています。
　先進自治体では、窓口での申請時間短縮、またオンラインで完
結できるような取組も進んでいますが、議会が視察しました「書
かない窓口」もそうですが、北海道北見市・岩見沢市、埼玉県越
谷市、茨城県つくば市、愛知県小牧市をはじめ全国７０自治体が
導入を進めております。
　また、オンラインによる「書かない窓口」、「行かない窓口」
の窓口業務デジタル化を進めている石川県穴水町の先進事例もあ
ります。ここは、マイナンバーの情報を読み込んで、届け出や申
請の手続きを簡素化し、待ち時間短縮につなげています。このシ
ステムは、住民課で転入届や転出届、印鑑証明書等の手続きの
際、マイナンバーカードの情報を読むことで、記入作業を省略し
て、不足している項目は職員が聞き取って記入し、申請者は確
認、署名をして申請書が完成するものであります。マイナンバー
カードを利用する点で、北見市とは異なります。カード所有者向
けサイト「マイナポータル」を使い、子育てに関する１５の手続
きもスマホ、自宅のパソコンで申請できるサービスも実施してい
ます。ちなみにマイナンバーカードの申請率は、昨年６３．７％
であります。また住民サービスで、戸籍・住基部門・税部門に限
り、窓口業務時間を午後６時３０分に延長しています。
　本町では、令和３年度、住民課が約１万９千件、税務課が約２
千５百件の申請件数がありますが、全国先進事例を見ても、実情
に併せ、住民サービスを推進していますが、まずは、関係者間で
協議することが先決であります。そうしないを何も始まりませ
ん。また、自治体において、デジタル人材の確保が最大の課題で
もあります。町長の見解を求めます。

　デジタル庁では、「窓口ＤＸＳａａＳ」と呼ばれる書かない窓
口システムの自治体への提供準備を進めており、先月、河野デジ
タル大臣が「書かない窓口」を導入している埼玉県深谷市を視察
されるなど、住民サービス向上の取り組みとして非常に注目され
ているものと認識しております。
　本町における「書かない窓口」の導入につきましては、ご指摘
のとおり、まずは関係各課所間との協議を進めてまいります。
　またデジタル人材の確保につきましては、大変重要な課題であ
り、デジタル人材や情報技術職を採用する自治体があることも認
識しております。
　令和５年度において全国町村会主催で、「デジタルを活用した
施策を提案できる職員の育成を目的とした研修」が開催されるよ
うです。職員の人材育成研修等の受講も含め、人材確保に努めて
まいりたいと考えております。

　左記により完結。

総務課
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板東泰史議員

（質問１）高齢者が運転する自動車に自動ブレーキを
　１）近年、高齢者が自動車を運転中にアクセルとブレーキを踏
み間違え、大きな事故になる事例が全国で多数報告されている。
しかしながら、免許の自主返納も勧められている中で、日常の足
として長年使ってきた自動車と免許を手放さない高齢者世帯も多
い。
　そうした中で、高齢者に後付けの自動ブレーキ費用を補助する
自治体が出てきた。北海道の苫小牧市では７０歳以上で半額補助
最大２万円、岩手県北上市では６５歳以上で全額補助最大４万円
が補助される。ともに国土交通省の性能認定を受けた「ペダル踏
み間違い急発進抑制装置」でなくてはならない等の条件はある
が、時代と現状を見た良策ではないか。
　北島町においても、交通が不便な地域は多い。導入を検討して
はどうか。

　高齢運転者の運転ミスによる事故が全国各地で相次いでいま
す。このような社会情勢のなか、自動ブレーキ装置などの安全技
術も向上しており、事故防止という点で装置は大きな役割を果た
しているようです。
　装置取り付けへの補助につきましては、高齢運転者を対象とし
て、国や県でも「サポカー補助金」や「後付けの安全運転支援装
置補助制度」として実施されました。現在、補助制度は終了して
おりますが、安全運転サポート車の普及に向けては、道路交通法
が改正されるなど環境の整備が進んでおります。
　町といたしましては、国や県の動向に注視し、補助金の継続を
要望していくとともに、先進自治体の取り組みについても調査研
究してまいります。

　左記により完結。

社会福祉課

（質問２）電子メール誤送信による個人情報流出について
　自治体の業務において、個人情報の使用は避けて通れないた
め、常時情報漏洩のリスクが存在している。近年の新型コロナウ
イルスでのリモート業務増加も伴い、電子メールの総量の増加と
ともに、誤送信による個人情報漏洩のケースも増えている。２０
２１年度の統計によれば、誤送信の原因の１位はメールアドレス
の打ち間違いによるもので３７．０％にのぼる。打ち間違いメー
ルを収集する「ドッペルゲンガードメイン（正規ドメインによく
似た綴りのドメイン）」も存在する。
　対策としてはアドレスを手打ちしない、オートコンプリート機
能を利用しない、案内メールを返信してもらうなどの方法がある
が、いずれも手間がかかることになる。
　１）町役場の業務において、官公庁以外の相手にメールで連絡
をとるアドレス数は一定期間にどの程度あるか。その場合、メー
ルアドレスを手打ちするケースはあるか。

　令和４年４月１日より令和５年１月末日まで間に、本町より個
人及び民間企業に対してメール送信実績は、６５６件ありまし
た。また、メールアドレスの手打ちにつきましては、いただいた
名刺などの印刷物を基に手打ちによりアドレスを入力して送信す
るケースなどがあります。
　送信の際は、細心の注意を払い、ダブルチェック等をして送信
するよう職員に周知徹底をいたします。

　左記により完結。

総務課
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（質問３）小中学校におけるＡＩスクリーニングシステム導入に
ついて
　１）本年２月１７日に県いじめ問題等対策連絡協議会が開かれ
た。主な論点は卒業式におけるマスクの有無による児童生徒への
悪影響であるが、いじめの２年ぶりの増加と不登校が過去最高に
なったことも報告された。
　これを受けて４月より支援が必要な児童生徒を早期発見するた
め、AIを取り入れた実証研究を実施することとなった。教員が児
童生徒の生活や友人関係、家族状況などの項目を入力、データを
AIがふるいにかけ（スクリーニング）、支援が必要な児童を見つ
け出すものである。
　モデル校１０校程度が選ばれるが、北島町としても１校選ばれ
るように働きかけてはどうか。

　ご質問にあります事業は「令和５年度ＡＩスクリーニングシス
テム（ＹＯＳＳヨース）活用モデル事業」で、趣旨としまして
は、児童生徒の様々なＳＯＳを早期に発見し、支援の方向性を提
示するＡＩスクリーニングシステムを活用することにより、より
適切で効果的な支援につなげることができるチーム支援体制を構
築する実証研究を行うものです。実証研究の内容としましては、
①児童生徒の課題やリスクの把握、②校内ケース会議等の効果的
な実践、③スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー
等の専門家や関係機関等との連携の３つとなっております。実証
研究には教員によるデータの入力や複数の会議の実施等が必要と
なり、徳島県下でも児童生徒数が多く大規模校に類している本町
での実施には教職員の負担も大きくなると考えます。まずはシス
テムの有効性が示された後に、本町小中学校での導入を検討した
いと考えます。

　左記により完結。

教育委員会

　２）上記の対策は実施しているか。また他にも情報を管理する
ために何らかの対策を講じているか。

　議員にご提案いただいた対策のうち、オートコンプリート機能
につきましては、本町で使用しているメールソフトに文字の補完
機能はありません。アドレスを手打ちしないことにつきまして
は、初めての相手にメールをお送りする場合は手打ちにならざる
を得ないことが多いので特別な規制はありません。案内メールを
返信してもらうことにつきましては、メールの内容により職員が
個々に判断をしております。
　また、その他の情報を管理するための対策につきましては、セ
キュリティ確保のためＷｅｂ閲覧やインターネットメールなどの
インターネット接続系のシステムを内部事務処理系のシステムと
分離しております。インターネット接続系におきましては市区町
村の専門職員が不足しがちであるため、都道府県と市区町村が協
力してインターネット接続系を集約したうえで自治体情報セキュ
リティクラウドを構築し、運用保守会社によりアクセス監視やロ
グ分析など高度なセキュリティ対策を講じております。
　令和３年度の実績で申し上げますと県内の自治体の総受信メー
ル数17,855,119件のうち、12,978,007件をウイルスメールやスパ
ムメールなどの脅威メールとしてブロックしております。他に、
誤って疑わしいＷｅｂサイトにアクセスした場合も、検知したタ
イミングで運用保守会社から北島町のシステム担当に注意喚起の
連絡が来るようになっております。

　令和６年1月には、職
員を対象にしたサイ
バーセキュリティ研修
を実施いたしました。
ヒューマンエラーの防
止も含めて、日頃から
の業務での取扱いにつ
いて注意を払うよう、
定期的に研修を行って
まいります。

危機情報管理課
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（質問４）中学生による高齢者向けスマホ教室について
　１）マイナポイント申請の支援のため、役場の１階フロアに臨
時のブースが３カ所設けられている。見ると結構な利用率であっ
た。デジタル化が高齢者に厳しいのはここ数十年変わりがない。
　大阪府豊能町の吉川中学校が高齢者向けスマホ教室を開催した
ところ、教わる高齢者が使えるようになったと喜ぶほか、教えた
中学生も感謝され、自信が持てた。普段接点がない高齢者に親し
みが持てたと双方にいい影響があったようである。
　再度ワクチン接種の予約でスマホが必要になるかもしれない。
北島中学校で実施する余地はないか。

　今年度の高齢者向けのスマホ教室は、社会福祉協議会で実施さ
れております。また、ワクチン接種の際には町において予約支援
を行っているところです。
　現在のところ、北島中学校での実施は難しいと考えますが、町
等がスマホ教室を実施する際には、中学生に協力依頼をするなど
し、中学生と地域の高齢者との関わりを深める機会を作りたいと
考えております。

　まだ機会に恵まれて
おりませんが、引き続
き模索してまいりま
す。

教育委員会

増谷禎通議員

（質問１）入札指名問題について
　現在、藍住町や松茂町において官製談合問題が毎日新聞報道さ
れています。官製談合問題について質問をしたいと思います。
　(1)北島町は入札談合を防止するためにどのような対策が取られ
ているか。また、藍住町や松茂町の談合問題についての感想と、
各課にどのような指導が行われているのか、町長の答弁を求めた
い。

　入札談合は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律」が禁止する不当な取引制限の典型事例であり、最も悪質な違
反行為の一つであると認識しております。
　入札業務を執行するにあたり、参加業者に「北島町競争入札心
得」を配付しております。その条文のなかに「北島町建設業者等
指名停止措置要綱」について記載しており、要綱には、談合にお
けることも記載しております。
　入札談合の排除や防止を徹底するため、職員のコンプライアン
ス意識の向上や入札等における知識の習得に取り組んでまいりま
す。

　左記により完結。

総務課

　(2)学校給食で調達している、精肉業者は何業者あり、その中に
阿波牛の藤原は含まれていないか。給食センター所長の答弁を求
めたい。

　現在、学校給食で調達している精肉業者は、町内の２業者で、
有限会社阿波牛の藤原は含まれておりません。

　左記により完結。

給食センター

　(3)北島町のふるさと納税の返礼品に、阿波牛の藤原の商品が含
まれていないか。今後どのようにするのか。担当課長の答弁を求
めたい。
　(4)松茂町のように阿波牛の藤原を指名停止にするのか、総務課
長の答弁を求めたい。

　今回問題となっている有限会社阿波牛の藤原は、本町のふるさ
と納税返礼品提供事業者ではありません。また、ここ数年本町に
一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書は提出されて
おりません。
　しかしながら、万一このような事案が発生した場合は、「北島
町建設業者等指名停止措置要綱」に基づき指名停止をする必要が
あると考えております。

　左記により完結。

総務課
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（質問２）監査委員の報酬及び特別職の職員の報酬問題について
　(1)徳島県の最低賃金は、８５５円になっている。監査委員や特
別職の平均勤務日数を計算した場合、最低賃金に抵触する特別職
の職員は何人いるか。総務課長の見解を求めたい。
　(2)最低賃金は８５５円で考えると、現在の報酬では、代表監査
委員報酬は、明らかに抵触する。改善を求めたい。担当課長の見
解を求める。
　(3)県内の各市の代表監査委員の報酬を表で列記されたい。町村
の監査委員の報酬は如何に低いか分かると思う。改善する考えは
ないか、担当課長の見解を聞きたい。

　特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例における特別職
の職員につきましては、労使間としての就業規則や指揮命令を受
ける労働者にあたるものではないかと考えます。従いまして最低
賃金の適用を受ける労働者でないものと考えております。
　代表監査委員におかれましては、日頃より各会計の監査を懇切
丁寧に行っていただいていることにつきまして、とても感謝して
おります。今後ともよろしくお願いいたします。
　また、金額の改善につきましては、監査委員事務局と調整を図
り引き続き検討してまいります。

　金額改正につきまし
ては、令和５年第３回
定例会により次のとお
り改正いたしました。

監査委員（学識経験）
　月額　40,000円
監査委員（議会選出）
　月額　20,000円

総務課

　北島町体育・文化施設の指定管理者である一般財団法人北島町
労働者福祉協会の職員の賃金につきましては、いずれの職員も徳
島県の最低賃金を上回っていることを確認しております。
　最低賃金は適宜改訂が行われることから、今後も徳島県の動向
を注視し、最低賃金に抵触することがないよう適切に指導してま
いります。

　左記により完結。

教育委員会

　北島町社会福祉協議会に関しましても、いずれの職員も最低賃
金を上回っておりますことを確認しております。

　左記により完結。

社会福祉課

（質問３）選挙ポスター掲示板問題について
　(1)選挙ポスター掲示板地図は、１０年以上前の地図が使用され
ている。町外の支持者が貼る場合これでは分からない。改善すべ
きであると思うが、担当課長の答弁を求めたい。

　選挙ポスター掲示場の設置場所の案内図は、地図が古くなって
おり、候補者及びその関係者の方々にご迷惑をおかけいたしまし
た。今後、地図を一新し、設置場所がより分かりやすくご案内で
きるよう努めてまいります。

　最新の地図を用い、
カラー印刷で選挙ポス
ター掲示場の設置場所
を現況にあわせた表示
に変更する等して、わ
かりやすくご案内でき
るよう地図を一新いた
しました。

住民課

　(2)ポスター掲示位置についても、検討する余地があると思うが
どうか。担当課長の答弁を求めたい。
　(3)住宅や工場が増えているが、現在の掲示板数で良いのか、検
討はされたのか。担当課長の答弁を求めたい。

　現在の選挙ポスター掲示板は、町内３５カ所ございます。設置
場所としては、北島町全体でのバランスとともに地域の方々に見
ていただきやすい場所に設置したいと考えております。以前にご
指摘いただき、一部設置場所を変更いたしました。工場の立地や
住宅状況等の環境の変化も生じておりますので、今後は、選挙管
理委員会と協議し、地域の方々にもご意見をいただき、現状に即
したより適正な設置数や配置となるよう見直しをしてまいりま
す。

　選挙ポスター掲示場
の設置数と配置につき
ましては、現況の安全
性の確保や住宅の密集
のために設置場所の確
保が難しいこと等を鑑
み、選挙管理委員会等
と協議のうえ、適正な
設置状況となるよう努
めてまいります。

住民課

　(4)指定管理施設や社会福祉協議会の職員の賃金は、最低賃金に
抵触していないか、調査報告されたい。担当課長の見解を求めた
い。
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（質問４）アクアプラザ問題について
　(1)来年度アクアプラザの指定管理者が変わることになった。こ
の際、今まで十分利用されてこなかった、ピロティの活用を進め
るために、固定の屋根及び周囲を囲む壁を設置すべきと考える。
障害になるものは何か、改善するとすれば費用はいくらぐらいか
かるのか、担当課長の答弁を求めたい。
　(2)地元農家の野菜の直産市を開催されることになったが、特産
市に出品できる農家は少ない。農家を増やすために助成措置など
はないのか、担当課長の答弁を求めたい。
　(3)指定管理者選考会で、要望が出されている。トイレの囲いが
ほしいなど出されているが、ピロティも含めて改造する考えはな
いか、担当課長の答弁を求めたい。

　来年度からのアクアプラザの指定管理者につきましては、今議
会で承認いただき決定することとなっております。議員ご指摘の
ピロティを含めた空きスペースの活用につきましては、町として
も課題となっておりますことは認識しております。現時点では具
体的な利用方法や貸し出しについての協議もできておりませんの
で、まずは新しい指定管理者の運用計画をお聞きし、必要であれ
ばトイレの囲いの設置も含めた改造を検討してまいりたいと考え
ております。
　また、その際にはふるさと納税等の情報発信のスペースの設置
や産直市の運営方法に関しても協議し、よりよい施設運営を目指
して協力してまいりたいと考えております。

　左記により完結。

まちみらい課

（質問５）バス釣り問題について
　(１)バス釣りの全国大会が年２回開催されているそうである
が、あまり町民には知られていない。この際、バス釣り成果をピ
ロティに展示するスペースを設ければと考えるが、担当課長の答
弁を求める。
　(２)バス釣りの行える県は、７県であると聞く。　この７県と
の交流を行い、ひょうたん夏祭り　と共催すれば、町の観光事業
として発展させ　ることができるのではないか、担当課長の答
弁を求める。
　(３)バス釣りの愛好家の協力を得て、フェステ　ィバルや子ど
もたちのため釣り教室を開催し　てはどうか、担当課長の答弁を
求める。
　(４)バス釣りは、環境問題の配慮も必要である　と考える。７
県とのシンポジウムを行い、環　境に配慮した、バス釣りができ
るようにすべ　きである。担当課長の答弁を求める。

　旧吉野川流域は全国でもメジャーなバス釣りポイントとなって
おり、本町水辺交流プラザでも、年に数回全国的な釣り大会が開
催され多くのプロ選手や観客が参加されているとお聞きしており
ます。
　本町でも、昨年度よりイースト徳島観光推進機構やＮＰＯ法人
新町川を守る会と連携し、川を活用した観光づくりを進めており
ますので、バス釣り競技団体やアクアプラザの指定管理者にも協
力いただきながら環境に配慮したイベントの開催を検討してまい
りたいと考えております。

　現在、国土交通省主
体で旧吉野川かわまち
づくり勉強会が開催さ
れております。近隣市
町村や関連団体で構成
されておりますのでそ
の中で協議を進めてま
いります。

まちみらい課

（質問６）上下水道問題について
　(1)アメリカのＦｒａｃｔａ社の水道管破裂箇所ＡＩ調査結果に
よると全国でも四国が高く、徳島県は全国４位にランクされてい
るという。北島町の状況はどうか、担当課長の見解を聞く。
　

　ご質問にあるようにアメリカのＦｒａｃｔａ社のＡＩ技術を活
用した水道管の劣化予測によりますと水道管の破損リスクの高い
地域が四国に多く、徳島県は、全国４位にランクされていると聞
いております。水道管の劣化に影響を及ぼす要因は、配管の素
材、使用年数、土壌、気候、人口など複数の要素が絡みますが、
今回の予測では主な環境要因として、かつて四国には６００以上
の金属鉱山があり、工場排水などで水道管が痛みやすいことや丘
陵地が多く、地下水や海、河川によって浸食を受けやすい土地が
広がっていることなどがその背景にあると分析されております。
　本町の状況といたしましては、比較的良好な土質・地盤に埋設
されていることが多く、鉱山等の土壌汚染による水道管への影響
もありません。また、工場排水も厳しい水質基準が守られてお
り、土地も平坦で起伏がないことから、Ｆｒａｃｔａ社が挙げて
いる環境要因による水道管の破損リスクは低いと考えておりま
す。

　左記により完結。

水道課
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　(2)衛星画像を用いての漏水調査法は、衛星が搭載するＬバンド
帯のレーダーを地中に照射し、水道水とそれ以外の水は反射特性
が異なることから、衛星画像データを独自のAI解析により漏水を
識別する。2020年度に全国に先駆けて愛知県豊田市が実施し成果
が確認できたことから、長野市も採用を決めた。衛星画像用いて
漏水調査をすると期間・費用を大幅削減したと聞く。北島町でも
検討してはどうか担当課長の見解を聞く。

　本町の漏水調査は、技術者が管路上を歩いて漏水探知機で漏水
により発生する振動音を探知する手法を採用しておりますが、熟
練した技術者の経験に頼る面もあり、管の埋設位置が明確でない
場合や埋設深度が深い場合、漏水量が少なく振動音が小さい場合
など、現地の状況によっては、発見が難しいケースもあります。
ご提案の漏水調査は、衛星画像データとＡＩ技術を用いて漏水を
識別する画期的な手法であることから、新たな漏水調査の手法と
して検討したいと考えます。
　今後は、徳島市、鳴門市と板野郡内の２市５町が課題を持ち寄
り、不定期で開催されている勉強会に議題として挙げ、同様の課
題を抱えている近隣自治体とも情報を共有しながら、本町での費
用対効果なども含め調査・研究を進めてまいります。

水道課

　(3)江尻地区で下水道管埋設箇所に空洞箇所があり、下水道課に
調査するよう申し入れしているが、調査改善がされていないと聞
く。担当課長の答弁を求めたい。

　早急に施工時期を調整のうえ、修復をさせていただきます。 　修復完了しておりま
す。

下水道課

（質問７）広域問題について
　(1)徳新、２月９日付けによると、石井町は火葬場の広域整備の
建設予定地が決まったと公表している。北島町は参加しないと
なっているが、自前の葬祭場を持つためにも、この際、石井町と
の協議を行うべきであると考えるが、町長の見解を求めたい。

　広域火葬場は石井町・神山町・板野町の３町により進められて
おり、建設予定地も石井町に決定し、現在住民説明会等の手続き
に入っているとお聞きしております。
　本町におきましては、近隣の徳島市や鳴門市に火葬場があるこ
ともあり、今回の広域協議には参加しておりませんが、将来的に
近隣市町村でそのような計画・提案があった場合には、検討した
いと考えております。

　左記により完結。

まちみらい課

　衛星画像を用いた漏
水調査は、AI解析によ
り漏水の可能性のある
エリアをしぼり込んだ
あと、漏水探知機等を
用いた技術者が現場を
歩き漏水個所を特定す
るとのことで、本町の
ように面積が狭く、管
路の総延長を調査して
も実働数ケ月程度で終
わるような自治体で
は、費用の削減効果の
期待は薄く、逆に現在
の調査費用よりかなり
高額になる可能性があ
ります。近隣自治体の
意向も確認したとこ
ろ、まだ採用事例が少
なく情報も少ないとの
理由から導入を検討し
ている自治体はありま
せんでした。ただ、今
後、採用事例が増えて
くると調査費用等も下
がってくる可能性があ
りますので、情報収集
は継続して行きたいと
考えております。
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　(2)ごみ処理についても、徳島市との広域化は、破綻してしまっ
た。ごみ処理についても、石井町や板野町などと協議し、新たな
広域化を進めてはどうか、町長の見解を求めたい。

　一般廃棄物の広域処理に係る連絡会議が解散の方向となり、今
後の本町のごみ処理につきましては様々な検討を行っていかなけ
ればならない状況となっております。
　議員ご指摘のとおり、地球温暖化防止やダイオキシン類の発生
抑制等、環境への負荷を低減する観点からもごみの処理につきま
してはできる限り広域で進めるのが望ましいと考えておりますの
で、新たな広域化についても検討してまいりたいと考えておりま
す。

　現施設の延命化を図
るため、一般廃棄物処
理基本計画を見直し、
新たな広域化を含めた
本町にとってよりよい
方向を検討しておりま
す。

清掃センター

（質問８）子育て支援問題について
　(1)奈義町は、子育て応援宣言、満７カ月児から満４歳（満４歳
になった後の最初の３月３１日までの）在宅の育児支援（月1.5万
円）高等学校等就学支援生徒1人に年額135,000円を3年を限度とし
て支給を行っている。北島町も子育て応援宣言してはどうか、町
長の見解を求めたい。

　ご提案いただきましたように、子どもたちが夢と希望を持ち、
健やかに育つ環境づくりを目指して子育て応援宣言を行っている
自治体がございます。
　子育て支援課では、子育て世帯の相談支援の充実、また子ども
はぐくみ医療費の助成対象者の拡大、出産・子育て応援給付金事
業の開始等、子育て支援に取り組んでいるところであります。
　今後さらに、子育て世帯のニーズを把握して関係各課とも連携
を取り、創意工夫を図った子育て支援の充実に取り組んでいこう
と思っております。そして、子育て応援宣言についても考えてま
いります。

　今後も、子育て世帯
のニーズを把握し関係
各課と連携を取り、子
育て支援の充実に取り
組んでまいります。

子育て支援課

　(2)学校給食費半額支援を先駆けて実施してきた。今、全国で学
校給食費無償化が進んでいる。例えば第三子から無償にするな
ど、方式を実施できないか、町長の見解を求めたい。

　現在、学校給食費については町が２分の１の補助を出して運用
しております。食材や経費の価格高騰により予算の厳しいなか、
栄養士が栄養価を計算し、限られた給食費のなかで子どもたちが
成長に必要な栄養を摂取できるようやりくりをしております。
　給食費の無償化につきましては、今後も給食の質の確保を第一
に考え、国の動向を注視しながら状況を見て検討してまいりたい
と思います。
　経済的な理由により給食費の支払の難しい家庭には就学援助の
制度を十分に周知し、見落としなく支援をしてまいります。

　国の動向に注視しつ
つ、国の交付金を活用
し、保護者の負担軽減
を図っております。

教育委員会

　(3)２年保育になるが、幼稚園の先生の体制を心配する保護者か
らの相談がある。体制について聞きたい。教育長の答弁を求めた
い。

　２年保育開始にあたり、これまで計画的に新規職員を採用し、
クラス担任および午後からの預かり保育に正規職員を充てる体制
を整えてまいりました。
　また、これまで小学校長が園長を兼任しておりましたが、来年
度から幼稚園教員等を専任園長として配置する方向で考えており
ます。今年度はその準備として園長研修を実施してまいりまし
た。今後は、特別支援が必要な幼児が増加傾向にあることを踏ま
え、加配職員についても適正に配置すること、また保育所との人
事異動を含め、年齢構成を適正化した人員配置を進めてまいりま
す。

　保育所との人事異
動、専任園長の配置な
ど計画いたしました体
制で運営を行っており
ます。引き続き体制強
化に努めてまいりま
す。 教育委員会
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（質問９）インボイス制度について
　(1) インボイス制度導入によって、指定管理業者や委託業者に
影響することはないか、担当課長の答弁を求めたい。

　令和５年１０月から始まるインボイス制度に合わせて消費税の
課税事業者との取引がある一般会計、水道事業会計及び公共下水
道事業会計につきましては、「適格請求書発行事業者」の登録を
行っております。
　これにより、各会計と取引のある事業所は消費税の課税対象と
なる本町への支払を、仕入税額控除の対象とすることが可能とな
ります。
　また、指定管理業者や委託業者におきましては、消費税の免税
事業者であった場合、課税事業者との取引があるかどうかなど事
業実態に合わせて「適格請求書発行事業者」の登録を行い消費税
等の申告を行っていくことになると思われます。
　インボイス制度は、消費税及び地方消費税が、消費者が納める
べき税金を課税事業者が消費税等の確定申告を行うことにより納
税する間接税であることから、適格請求書（インボイス）により
消費税の課税取引を明確化し、正確な消費税等の納税が行えるこ
とを目的に導入が進められております。

　左記により完結。

総務課

　(2) 一般財団法人北島町労働者福祉協会などは、インボイス制
度の影響は受けないのか、担当課長の答弁を求めたい。

　一般財団法人北島町労働福祉協会では教室の運営等でインボイ
ス制度の影響を受けるため令和５年１０月１日からの開始に向け
て税理士事務所に相談し現在準備を進めているところでありま
す。また、「適格請求書発行事業者」については、すでに去年の
１０月に登録を済ませております。

　適切な経理処理がで
きるよう対応いたしま
した。

図書館・創世ホール
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